
 

国自安第４８号の２ 

国自旅第１４８号の２ 

国自整第１１３号の２ 

令和６年８月３０日 

公 益 社 団 法 人 日 本 バ ス 協 会 会 長  
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一般社団法人全国福祉輸送サービス協会会長 

 

国土交通省物流・自動車局 

安 全 政 策 課 長  

旅 客 課 長 

自動車整備課長 

（ 公 印 省 略 ）  

 

 

「旅客自動車運送事業運輸規則の解釈及び運用について」の一部改正について 

 

 

標記について、別添のとおり各地方運輸局自動車交通部長等あて通達しましたので、ご了知い

ただくとともに、傘下会員（地方実施機関）に対し周知をお願いいたします。 

 

  

殿 



 別添 

国 自 安 第 ４ ８ 号 

国 自 旅 第 １ ４ ８ 号 

国 自 整 第 １ １ ３ 号 

令和６年８月３０日 

各地方運輸局自動車交通部長  

関東・近畿運輸局自動車監査指導部長 

各地方運輸局自動車技術安全部長 

沖 縄 総 合 事 務 局 運 輸 部 長 

 

物流・自動車局 安全政策課長  

旅 客 課 長 

自動車整備課長 

（ 公 印 省 略 ）  

 

 

「旅客自動車運送事業運輸規則の解釈及び運用について」の一部改正について 

 

 

今般、「旅客自動車運送事業運輸規則の解釈及び運用について（平成 14年 1月 30 日付け国自

総第 446 号、国自旅第 161 号、国自整第 149 号）」の一部を別添新旧対照表のとおり改正するの

で、事務処理上、遺漏なきよう取り計らわれたい。 

また、本件については、公益社団法人日本バス協会会長、一般社団法人全国ハイヤー・タクシ

ー連合会会長、一般社団法人全国個人タクシー協会会長、及び一般社団法人全国福祉輸送サービ

ス協会会長あて通知したので申し添える。 

 

殿 



 

旅客自動車運送事業運輸規則の解釈及び運用について 

 

旅客自動車運送事業運輸規則の解釈及び運用についての一部を次のように改正する。 

 

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲

げるその標記部分に二重傍線を付した規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。 

 

改 正 後 改 正 前 

第 4 条 運賃及び料金等の実施等 

（1） 運賃及び料金等の公示方法について（第 2 項） 

第 1 号の「その他適切な方法」については、デジタル技術を活用

した方法であって、利用者の利便に資するものとすること。例え

ば、コミュニティバスに係る運賃及び料金等については、関係地方

公共団体のウェブサイトに掲載することや、高速乗合バス（道路運

送法施行規則（昭和 26 年運輸省令第 75 号）第 3 条の 3 第 1 号に規

定する路線定期運行であって、同規則第 10 条第 1 項第 1 号ロの運

賃を適用するもの（注）をいう。）に係る運賃及び料金等について

は、高速乗合バスに関連する商品を販売するウェブサイトに掲載す

ることが考えられる。 

（注）「専ら一の市町村（特別区を含む。）の区域を越え、かつ、

その長さが概ね 50 キロメートル以上の路線 において、停車す

る停留所を限定して運行する自動車により乗合旅客を運送する

もの」 

（2）・（3） （略） 

 

第 5 条 公示事項等 

（1） 高速乗合バスの旅客のみが乗降する停留所のうち、設置する場所が

路外の私有地又は公共駐車場の場合であって、当該私有地等の地権

者の意向から、第 3 項第 1 号から第 3 号までに規定する公示事項等

（事業者及び当該停留所の名称、当該停留所に係る運行系統、当該

運行系統ごとの発車時刻等）を公示できない場合にあっては、以下

のいずれかの措置が講じられていることをもって、これらの公示事

項の公示に代えることができるものとする。 

 

第 4 条 運賃及び料金等の実施等 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（1）・（2） （略） 

 

第 5 条 掲示事項 

高速乗合バス（道路運送法施行規則（昭和 26 年運輸省令第 75 号）第 3

条の 3 第 1 号に規定する路線定期運行であって、同規則第 10 条第 1 項第 1

号ロの運賃を適用するもの（注）をいう。）の旅客のみが乗降する停留所

のうち、設置する場所が路外の私有地又は公共駐車場の場合であって、当

該私有地等の地権者の意向から、第 2 項第 1 号から第 3 号までに規定する

掲示事項（事業者及び当該停留所の名称、当該停留所に係る運行系統、当

該運行系統ごとの発車時刻等）を掲示できない場合にあっては、以下のい

（別 添） 



 

① 当該停留所に近接した場所に設置される待合所において、これらの掲

示事項が掲示されていること。  

② 当該停留所において案内人を常駐させ、これらの掲示事項を旅客に対

して常時案内できる体制が確保されていること。なお、完全予約便の

みが発着する停留所にあっては、出発時刻の一定時間前から利用者へ

の案内を行うことができればよいこととする。 

  

 

 

 

 

 

（2） 第 2 項及び第 4 項の「その他適切な方法」については、デジタル技

術を活用した方法であって、利用者の利便に資するものとするこ

と。例えば、コミュニティバスに係る営業所の名称等については、

関係地方公共団体のウェブサイトに掲載することや、高速乗合バス

に係る営業所の名称等については、高速乗合バスに関連する商品を

販売するウェブサイトに掲載することが考えられる。 

 

第 6 条 公示事項の変更の予告 

第 2 項第 1 号の「その他適切な方法」については、デジタル技術を活用

した方法であって、利用者の利便に資するものとすること。例えば、コミ

ュニティバスに係る運賃及び料金等の変更については、関係地方公共団体

のウェブサイトに掲載することや、高速乗合バスに係る運賃及び料金の変

更等については、高速乗合バスに関連する商品を販売するウェブサイトに

掲載することが考えられる。 

 

第 7 条 事業の休止及び廃止等の公示 

第 3 項第 1 号の「その他適切な方法」については、デジタル技術を活用

した方法であって、利用者の利便に資するものとすること。例えば、コミ

ュニティバスに係る事業の休止及び廃止等については、関係地方公共団体

のウェブサイトに掲載することや、高速乗合バスに係る事業の休止及び廃

止等については、高速乗合バスに関連する商品を販売するウェブサイトに

掲載することが考えられる。 

ずれかの措置が講じられていることをもって、これらの掲示事項の掲示に

代えることができるものとする。 

（注） 「専ら一の市町村（特別区を含む。）の区域を越え、かつ、その

長さが概ね 50 キロメートル以上の路線 において、停車する停留所を限

定して運行する自動車により乗合旅客を運送するもの」 

 ① 当該停留所に近接した場所に設置される待合所において、これらの掲

示事項が掲示されていること。 

 ② 当該停留所において案内人を常駐させ、これらの掲示事項を旅客に対

して常時案内できる体制が確保されていること。なお、完全予約便のみが

発着する停留所にあっては、出発時刻の一定時間前から利用者への案内を

行うことができればよいこととする。 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 



 

 

第 16 条 遅延に関する公示 

第 2 項第 1 号及び第 2 号の「その他適切な方法」については、デジタル

技術を活用した方法であって、利用者の利便に資するものとすること。例

えば、コミュニティバスの遅延については、関係地方公共団体のウェブサ

イトに掲載することや、高速乗合バスの遅延については、高速乗合バスに

関連する商品を販売するウェブサイトに掲載することや、利用者が旅行業

者を通じて手配した貸切バスの遅延については、関係旅行業者のウェブサ

イトに掲載することが考えられる。 

 

第 17 条 事故に関する公示 

第 2 項の「その他適切な方法」については、デジタル技術を活用した方

法であって、利用者の利便に資するものとすること。例えば、コミュニテ

ィバスに係る事故については、関係地方公共団体のウェブサイトに掲載す

ることや、高速乗合バスに係る事故については、高速乗合バスに関連する

商品を販売するウェブサイトに掲載することが考えられる。 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 


